
 

 

カバードワラントの取引に係るご注意 

 

 

○ カバードワラントの取引は、カバードワラントの価格が、オプション

の対象とする有価証券等の価格変動の影響等により上下しま

すので、これより投資元本を割り込み損失を被ることがありま

す。 

 

○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますよう 

  お願いいたします。 

 

○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、    

当社までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、

以下のＡＤＲ（注）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの 

利用も可能です。 
 

 

 

 

 
（注） ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争   

の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

電話番号 ０１２０－６４－５００５（フリーダイヤル） 
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上場カバードワラント取引の契約締結前交付書面 

（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3の規定によりお渡しするものです。） 

 

 

 この書面には、お客様が金融商品取引所に上場するカバードワラントの取引

を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。 

お取引にあたっては、この書面をあらかじめよくお読みいただき、内容をご

理解のうえ、ご不明な点は、お取引開始前にお問い合わせください。 

 

○上場カバードワラントとは、上場有価証券の価格又は株価指数等の金融指標

（金融商品取引法第２条第２５項第１号（金融商品の価格を対象指標とする

場合は，当該金融商品は金融商品取引所に上場されている有価証券に限る。）

又は第４号に掲げるものとする。）を対象指標として、将来のあらかじめ定め

られた期日（権利行使日）に、あらかじめ定められた価格（権利行使価格）

と当該対象指標の価格（最終参照価格）の差に基づいて算出される金銭を授

受する権利を表示した有価証券で、最終参照価格が権利行使価格を上回った

場合に権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を受け取

る権利（コールオプション）、又は最終参照価格が権利行使価格を下回った場

合に権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を受け取る

権利（プットオプション）を表示した有価証券のうち、金融商品取引所が定

める所定の審査基準を満たして上場したものをいいます。 

○上場カバードワラント取引は、上場カバードワラントを売買する取引です。 

○上場カバードワラント取引は、多額の利益が得られることもある反面、投資

元本全額を毀損する可能性のある取引です。したがって､取引を開始する場合

又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握する

とともに、お客様自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であ

るとお客様が判断する場合にのみ、お客様の判断と責任において取引を行う

ようお願いいたします。 

 

■手数料・その他諸費用について 

・上場カバードワラントを売買するにあたっては、別紙「上場カバードワラント取引に   

係る手数料及び諸費用」に記載の売買手数料をいただきます。 

・上場カバードワラントのお取引で生じた利益には、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月

31 日までの間、復興特別所得税（2.1％）が課せられます。 
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■上場カバードワラント取引のリスクについて 

・上場カバードワラントの価格は、対象指標とする上場有価証券の価格や金融指標、あ

るいは時間の経過等により上下しますので、これにより損失が発生することがありま

す。 

・上場カバードワラントの発行者の信用状況の変化等、償還金が支払われないこと等に

より損失が発生することがあります。 

・上場カバードワラントの価格は、対象指標の市場価格等に応じて変動しますが、売買   

最終日までの時間的価値を有する金融商品ですので、その変動率は対象指標の市場価

格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては投資元本全額を毀損する可能性

があります。 

・市場の状況によっては､意図したとおりに取引ができないことがあります｡例えば､市場  

価格が制限値幅に達したような場合、取引ができないことがあります。 

・市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その  

場合、１日の損失が予想を上回ることもあります。 

上場カバードワラントの対象指標となる上場有価証券が金融商品取引所から上場廃止  

の決定を受けた場合又は株式分割，株式併合若しくは株式移転を実施する等により，

上場カバードワラントを上場する金融商品取引所が定める上場カバードワラントの上

場廃止基準に該当したときは，上場カバードワラントが上場廃止となります。 

・上場カバードワラントの対象指標となる株価指数等の金融指標が算出停止となる場合  

で、上場カバードワラントを上場する金融商品取引所が定める上場カバードワラント

の上場廃止基準に該当したときは，当該金融指標を対象とする上場カバードワラント

が上場廃止となります。 

・これらの場合，売買最終日が前倒しされるため、時間的価値が失われ、上場カバード  

ワラントの価格が当初予想より低い価格でしか売却できず，損失を被ることがありま

す。または、売買の機会が失われることがあります。 

 

■上場カバードワラント取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 

・上場カバードワラント取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定の適用は  

ありません。 

 

 

１．上場カバードワラント取引の仕組みについて 

 

 上場カバードワラント取引は、大阪証券取引所など各金融商品取引所が定める規則に従っ

て行います。 
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１．取引の方法 

(1) 取引の対象 

取引の対象は、次の２種類とします。 

ａ．プット型上場カバードワラント（売る権利） 

権利行使日に、権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を授

受する権利を表示した有価証券で、対象の金融指標の価格が権利行使価格を下回っ

た場合に、権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を受け取る

ことができるもの 

ｂ．コール型上場カバードワラント（買う権利） 

権利行使日に、権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を授

受する権利を表示した有価証券で、対象の金融指標の価格が権利行使価格を上回っ

た場合に権利行使価格と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭を受け取るこ

とができるもの 

 

(2) 取引の方法 

取引所金融商品市場における取引の方法は、上場株式と同様、金融商品取引所が定

める個別競争売買によります。 

(3) 制限値幅 

・ 金融商品取引所は、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがな

いよう、制限値幅を定めています。 

・ 金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。 

 

(4) 取引規制 

金融商品取引所は、以下のような場合には、取引を停止することがあります。 

a．上場カバードワラントの対象指標となる上場有価証券が売買を停止する場合 

b．上場カバードワラントの売買の状況に異常があると認める又はその恐れがあると

認める場合その他売買管理上売買を継続することが適当でないと認める場合 

c．売買システムの稼働に支障が生じた場合等において売買システムによる売買を継

続して行わせることが困難であると認める場合 

 

(5) 取引の期限 

上場カバードワラントは、上場廃止日以降に売買ができません。 

 

２．権利行使 

(1) 権利行使日 

権利行使日は、売買最終日に係る決済が結了した日の翌日（休業日を除く）です。 
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(2) 権利行使の方法 

a．コール型上場カバードワラントでは、権利行使日に、最終参照価格が権利行使価格

を上回った場合に保有者が発行者に対して権利行使したと看做され，権利行使価格

と最終参照価格の差に基づいて算出される金銭（以下「償還金」という。）が，発行

者から支払われます。 

ｂ．プット型上場カバードワラントでは、権利行使日に，最終参照価格が権利行使価

格を下回った場合に，保有者が発行者に対して権利行使したと看做され，権利行使

価格と最終参照価格の差に基づいて算出される償還金が，発行者から支払われます。 

 

(3) 償還金の受取り方法 

上場カバードワラントの償還金は、外国証券取引口座約款第７条第１項第３号により、

発行者から決済会社（株式会社証券保管振替機構。以下「保振」という。）を通じて支

払われます。お客様は、証券口座への振込み、銀行口座への振込み又は郵便為替によ

り償還金を受取ることとなります。 

なお、償還金の受け取りには、権利行使日から 1 ヶ月以上の期間を要する場合があり

ます。 

また，償還金が支払われる場合（償還金が円貨未満となり，円貨端数切捨処理のため

実質的に償還金を受け取ることができない場合を含む。）は，お客様へ償還金支払明細

書が送付されます。 

 

３．上場廃止 

金融商品取引所は、次の各項目のいずれかに該当する場合には、上場カバードワラント

の上場を廃止する場合があります。 

a．上場カバードワラントの売買期間が満了となる場合 

b．上場カバードワラントの発行者が廃止申請を行った場合 

c．上場カバードワラントの発行者が破産等になった場合 

d．上場カバードワラントの対象指標となる上場有価証券が上場廃止となった場合 

e．上場カバードワラントの対象指標となる上場有価証券が上場カバードワラントの上

場金融商品取引所が定めるコーポレート・アクションに該当した場合 

ｆ．上場カバードワラントの対象となる金融指標が算出停止となった場合 

ｇ．上場カバードワラントの発行者が上場契約について重大な違反を行った場合 

ｈ．その他公益又は投資家保護のため、当該金融商品取引所が上場カバードワラント

の上場廃止を適当と認めた場合 

 

 

【上場カバードワラント取引に係る金融商品取引契約の概要】 

当社における上場カバードワラント取引については、以下によります。 
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・国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ又は代理 

・上場カバードワラント取引の媒介、取次ぎ又は代理 

 

【金融商品取引契約に関する租税の概要】 

個人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・上場カバードワラントの売却により発生した利益や権利行使により得た償還金は、他の

所得と分離 

して、事業所得又は雑所得として課税され、確定申告をする必要があります。なお、損

失が生じた  

場合には、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる

場合には、一定の要件の下、翌年以降 3年間繰り越すことができます。 

法人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・上場カバードワラント取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損

金の額に算  

入されます。 

 

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。 

詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 

 

【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第１項の規定に基づく第一種

金融商品取引業であり、当社において上場カバードワラント取引を行われる場合は、以下

によります。 

  お取引にあたっては、あらかじめ「らくらく電子契約」（電子交付契約）をお申込みの

うえ、外国証券取引口座申込書」によるお申込及び「カバードワラント/外国カバード

ワラントの取引に関する投資確認書」の差入れが電子交付契約により必要です。なお、

お申込にあたって、「外国証券取引口座約款」「カバードワラント/外国カバードワラン

ト取引説明書」を十分にお読みください。 

  外国証券取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、

場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。 

  お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又

は有価証券の全部又は一部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいた

します。 

  前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文

に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 

  ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。 

  ご注文にあたっては、銘柄、売付け又は買付けの別、注文数量、価格、委託注文の有効
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期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していた

だけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出

いただく場合があります。 

  ご注文いただいた上場カバードワラント取引が成立した場合には、その内容を確認いた

だくため「取引報告書」がお客様に交付されます（郵送又は電磁的方法による場合を含

みます。）。 

  この取引報告書は必ずご確認下さい。 

  万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。 

 

【当社の概要】 

商 号 等 カブドットコム証券株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 61号 

所 在 地 

加入協会 

〒100-0004  東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連会館 6F 

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

 所在地：東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 

 電話番号：0120-64-5005 

 受付時間：9：00～17：00（土日祝を除く） 

設立年月 

資 本 金 

主な事業 

平成 11 年 11 月 19 日 

71.96 億円(平成 24年 8月 31 日現在) 

金融商品取引業 

連 絡 先 0120－390－390(フリーコール) 03-6688-8888（携帯・ＰＨＳ） 

以上 

（平成 24年 9月） 
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別紙 

上場カバードワラント取引に係る手数料及び諸費用 

（この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3の規定によりお渡しするものです。） 

 

この書面には、当社でお取引いただく際の手数料および諸費用を記載しております。 

なお、取引手数料及び諸費用の金額、基準等は当社判断により変更することがあります。 

 

 

（１）上場カバードワラント取引手数料 

 

上場カバードワラント取引の手数料 無料 

 

※手数料は5%の消費税を含んでいます。（2012年9月現在の税率5％） 

消費税率は、2014年4月に8％、2015年10月に10％に引き上げることが閣議決定されていま

す。 

※消費税とは別にお取引により生じた利益には、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日ま

での間、復興特別所得税（2.1％）が課せられます。 

復興特別所得税は、上場株式・公募投資信託の配当と売買益、債券の利子、デリバティ

ブ取引の利益を対象とする付加税です。 

 

 

（２）諸費用 

 その他、上場カバードワラント取引に伴う諸費用はありません。 

 

以上 
（平成 24年 9月 30 日） 


